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本
法
律
案
は
、
生
活
衛
生
等
関
係
行
政
の
機
能
強
化
を
図
る
た
め
、
食
品
衛
生
法
に
よ
る
食
品
衛
生
基
準
に
関
す
る
権
限
を

厚
生
労
働
大
臣
か
ら
内
閣
総
理
大
臣
に
、
水
道
法
等
に
よ
る
権
限
を
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
国
土
交
通
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
移

管
す
る
と
と
も
に
、
関
係
審
議
会
の
新
設
及
び
所
掌
事
務
の
見
直
し
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

一
、
食
品
等
の
規
格
基
準
の
策
定
そ
の
他
の
食
品
衛
生
基
準
行
政
に
関
す
る
権
限
を
、
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
内
閣
総
理
大
臣
に

移
管
す
る
。

二
、
食
品
衛
生
法
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
の
調
査
審
議
を
行
う
厚
生
労
働
省
の
審
議
会
を
、
薬
事
・

食
品
衛
生
審
議
会
か
ら
厚
生
科
学
審
議
会
に
改
め
る
。

三
、
消
費
者
庁
に
、
食
品
衛
生
法
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
の
調
査
審
議
を
行
う
審
議
会
と
し
て
、
食

品
衛
生
基
準
審
議
会
を
置
く
。



二

四
、
水
道
整
備
・
管
理
行
政
の
う
ち
水
質
又
は
衛
生
に
関
す
る
事
務
に
関
す
る
権
限
を
、
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
環
境
大
臣
に
移

管
す
る
。

五
、
水
道
整
備
・
管
理
行
政
の
う
ち
四
に
掲
げ
る
事
務
以
外
の
も
の
に
関
す
る
権
限
を
、
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
国
土
交
通
大
臣

に
移
管
す
る
。

六
、
国
土
交
通
省
の
地
方
整
備
局
及
び
北
海
道
開
発
局
は
、
水
道
整
備
・
管
理
行
政
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
す
る
も
の
と
す

る
。

七
、
水
道
を
、
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
に
よ
る
国
庫
負
担
の
対
象
と
な
る
公
共
土
木
施
設
に
加
え
る
。

八
、
水
道
施
設
の
新
設
、
増
設
又
は
改
造
に
関
す
る
事
業
を
、
社
会
資
本
整
備
重
点
計
画
法
の
対
象
と
な
る
社
会
資
本
整
備
事

業
に
加
え
る
。

九
、
厚
生
労
働
省
、
国
土
交
通
省
、
環
境
省
及
び
消
費
者
庁
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
規
定
の
整
備
を
行
う
。

十
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


